
 

 

働き方改革という言葉には馴染みが出てきたと思いますが、実際にどのようにして「労働環境を整える」のかをお悩みの方は

多いのではないでしょうか? 

また、労働環境を整備した後には、どのような手続きが必要なのか、法改正が毎年のように変化する中で、環境変化への対

応に苦労している方もいらっしゃると思います。 

 そこで、従業員等の勤怠管理や 36 協定の見直し、または、社会保険の適用拡大等の働き方改革のポイントをメインとした

セミナーを開催いたします。 

主催:軽米町商工会 
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軽米町商工会 行 
【電話番号:0195-46-2711】 

事 業 所 名 
 

電話番号 
 

所 在 地 
 

FAX 番号 
 

受 講 者 ① 
 

受 講 者 ② 
 

受 講 者 ③ 
 

ﾒｰﾙアドレス 
 

興味がある 

項   目 

□従業員の勤怠管理  □36 協定の策定  □就業規則の内容 

□賃金規定の内容    □社会保険の内容  □雇用保険の内容 

□その他（                                     ） 

講師等への 

事 前 質 問 

 

 

働き方改革セミナー 

申 込 書 

ＦＡＸ:0195-46-3459 


